
�愛媛県告示第４５０号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に基

づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４５１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり伊予消防等事務組合の規約の変更を許可した。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合長及び副組合長の選任方法の変更

２ 規約変更年月日

平成２２年４月５日

３ 規約変更許可年月日

平成２２年４月５日

��������������

�������
�愛媛県告示第４５３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

宇和島市交流拠点施設「きさいや広場」

宇和島市弁天町一丁目３１８番１６外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

宇和島市

宇和島市曙町１番地

市長 石橋 寛久

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社うわじま産業振興公社

宇和島市弁天町一丁目３１８－１６

�愛媛県告示第４５２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

一宮エンタープライズ株
式会社
代表取締役 一宮捷宏

新居浜市新須賀町４－１３－１８ 平成２２年
３月３１日

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県基幹ネットワークシステム運
用管理・利用支援業務 一式

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年３月２６日
株式会社愛媛電算
松山市大手町一丁目１１
番地７

１６，３８０，０００円 一般競争入札 平成２２年２月９日

毎週（火・金）曜日発行 第２１５７号 平成２２年４月１３日

平成２２年４月１３日火曜日 第２１５７号

愛 媛 県 報
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代表取締役 石橋 寛久

えひめ南農業協同組合

宇和島市栄町港三丁目３０３

代表理事組合長 林 正照

東海林鮮魚店

宇和島市明倫町二丁目２－２４

東海林 司

株式会社ダイニチ

宇和島市寄松甲１３８５

代表取締役 玉留 一

秀長水産株式会社

宇和島市築地町二丁目６－２４

代表取締役 近藤 秀夫

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２２年１１月２６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，５６２．１１平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１４５台

イ 駐輪場の収容台数

６０台

ウ 荷さばき施設の面積

１８７．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

８．０８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前７時 閉店時刻 午後６時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前６時３０分から午後６時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後６時３０分まで

２ 届出年月日

平成２２年３月２６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第４５４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室

並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

メディコ２１今治中央店・ブックマーケット今治中央店

今治市馬越町四丁目甲３８番１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ダイワロイヤル株式会社

東京都台東区上野七丁目１４番４号

代表取締役 越智 壯

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社レデイ薬局

松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役 三橋 信也

株式会社エーツー

静岡県静岡市駿河区丸子新田３１７－１

代表取締役 杉山 綱重

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２２年１２月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４３１平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４８台

イ 駐輪場の収容台数

４１台

ウ 荷さばき施設の面積

７１平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

７．８４立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午前０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午前０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

愛 媛 県 報平成２２年４月１３日 第２１５７号

３０７



２ 届出年月日

平成２２年３月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月

間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第４５５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字中久保７８２８の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４５６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

西条市河之内甲１７２の１、乙３４、乙３５の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河之内甲１７２の１・乙３４・乙３５の１（以上３筆について、

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

今治市菊間町種１９５１から１９５３まで、１９５７から１９６５まで、１９８９

の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

菊間町種１９５９・１９６０（以上２筆について、次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

松山市吉木乙３０６の２、乙３０７から乙３１３まで、乙３１６から３１９

まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

吉木乙３１３・乙３１６（以上２筆について、次の図に示す部

分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

松山市上怒和乙６８１の１、乙６８１の３

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

愛 媛 県 報平成２２年４月１３日 第２１５７号
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�愛媛県告示第４５７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正測量）

２ 作業期間 平成２１年５月２２日から

平成２２年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県全域

�������
�愛媛県告示第４５８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定に

基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

眞鍋 清

松山市宮田町１０６番地２

２ 包括外部監査契約の期間の始期

平成２２年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用

の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算払並び

に監査の結果に関する報告に基づく支払

�������
�愛媛県告示第４５９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年４月１３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５項

２ 指定年月日

平成２２年３月２４日

３ 指定道路の位置

四国中央市中之庄町字西縄１５６２番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．３９メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第４６０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年４月１３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年３月３０日

３ 指定道路の位置

四国中央市土居町土居７５５番１の一部、７５６番１の一部、７７２番

及び７７５番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４１．３２メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第４６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・宅間地区）の施行に平成２２年３月１９日

同意した。

平成２２年４月１３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第４６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・上徳地区）の施行に平成２２年３月１９日

同意した。

平成２２年４月１３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第４６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・池原地区）の施行に平成２２年３月１９日

同意した。

平成２２年４月１３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第４６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・荒屋敷地区）の施行に平成２２年３月１９

日同意した。

平成２２年４月１３日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第４６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年４月１３日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

愛 媛 県 報平成２２年４月１３日 第２１５７号

３０９



就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 哲 男 西予市宇和町信里９３０番地

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

〃 水 野 正 義 西予市宇和町岡山１８番地

〃 井 上 嗣 應 西予市宇和町伊延東４７６番地１

〃 上 甲 政 則 西予市宇和町東多田３６３番地

〃 松 本 永 一 西予市宇和町田苗真土１９３２番地

〃 宇都宮 逞 爾 西予市宇和町清沢１１３７番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 三 瀬 研 次 西予市宇和町加茂４４１番地

〃 三 好 敬 一 西予市宇和町小原３７４番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地第１

〃 三 好 國 則 西予市宇和町西山田１９７９番地

〃 竹 口 修 武 西予市宇和町山田１０４９番地

〃 兵 頭 幸 男 西予市宇和町伊賀上１１８８番地

〃 三 好 進 西予市宇和町永長７６３番地２

〃 大 塚 政 司 西予市宇和町小野田４６２番地

〃 門 脇 達 也 西予市宇和町神領１８３番地

〃 松 浦 幸 男 西予市宇和町野田１６０番地

〃 酒 井 豊 嗣 西予市宇和町下松葉２２０番地

〃 大 塚 猪八郎 西予市宇和町稲生８０８番地第１

〃 松 本 薫 西予市宇和町皆田２２８６番地

〃 兵 頭 敏 則 西予市宇和町下川８５２番地

〃 薬師寺 巌 西予市宇和町明間７０６番地

〃 松 本 功 西予市宇和町明石６６９番地１

〃 末 光 公 俊 西予市宇和町新城６９２番地２

〃 池 田 義 弘 西予市宇和町窪１５５番地

〃 和 氣 吉 一 西予市宇和町田野中４８１番地

監 事 岡 本 忠 夫 西予市宇和町杢所５２１番地

〃 谷 口 芳 男 西予市宇和町上松葉５５６番地

〃 佐 藤 忠 宏 西予市宇和町明間２６７０番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 岡 秀 起 西予市宇和町信里７６８番地

〃 宇都宮 文 隆 西予市宇和町瀬戸５９９番地

〃 小 河 健 三 西予市宇和町岡山１２４番地

〃 松 浦 公 元 西予市宇和町伊延西２４３番地

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

〃 松 浦 順 一 西予市宇和町田苗真土７９４番地

〃 宇都宮 肇 西予市宇和町清沢６７８番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 萩 森 章 二 西予市宇和町大江４８０番地

〃 三 好 敬 一 西予市宇和町小原３７４番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地第１

〃 土 居 一 邦 西予市宇和町西山田２３２３番地１

〃 竹 口 修 武 西予市宇和町山田１０４９番地

〃 田 中 和 浩 西予市宇和町伊賀上１０３５番地

〃 三 好 進 西予市宇和町永長７６３番地２

〃 竹 中 義 廣 西予市宇和町久枝甲２３９番地

〃 河 野 昌 博 西予市宇和町久枝６０２番地

〃 井 上 頼 夫 西予市宇和町神領１０９番地

〃 平 磯 猛 西予市宇和町上松葉４６７番地

〃 大 塚 猪八郎 西予市宇和町稲生８０８番地第１

〃 宇都宮 友 喜 西予市宇和町皆田１８３３番地

〃 兵 頭 敏 則 西予市宇和町下川８５２番地

〃 薬師寺 巌 西予市宇和町明間７０７番地

〃 伊 藤 正 徳 西予市宇和町明石１８１番地

〃 垣 内 紀 幸 西予市宇和町常定寺４１６番地

〃 松 田 一 郎 西予市宇和町平野７３番地

〃 和 氣 吉 一 西予市宇和町田野中４８１番地

監 事 松 本 勲 西予市宇和町河内１０３７番地２

〃 酒 井 豊 嗣 西予市宇和町下松葉２２０番地

〃 徳 山 義 恭 西予市宇和町新城９１８番地

�������
�愛媛県告示第４６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

伊方町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２２年４月１３日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 藤 嘉 一 西宇和郡伊方町大浜２７７番地

〃 堀 口 栄 作 西宇和郡伊方町中之浜５１８番地

〃 藤 堂 満 夫 西宇和郡伊方町河内９１５番地

〃 政 木 喜一郎 西宇和郡伊方町小中浦甲１６番地

〃 佐 竹 元 西宇和郡伊方町中浦甲９８番地

〃 大 星 政 人 西宇和郡伊方町川永田甲１０７１番地

〃 竹 内 一 則 西宇和郡伊方町豊之浦４７７番地２

〃 清 水 健次郎 西宇和郡伊方町亀浦１６９番地１

〃 田 淵 政 喜 西宇和郡伊方町九町１番耕地９５６番地

〃 大 林 茂 樹 西宇和郡伊方町九町１番耕地５２５番地

〃 山 本 睦 夫 西宇和郡伊方町二見甲８３９番地１

〃 池 田 六 郎 西宇和郡伊方町二見甲２１００番地

〃 三 浦 芳 郎 西宇和郡伊方町湊浦８８４番地４

監 事 赤家部 市 雄 西宇和郡伊方町小中浦甲７１番地

〃 三根生 繁 久 西宇和郡伊方町九町１番耕地１６８０番地１

〃 末 光 勝 幸 西宇和郡伊方町小中浦甲５９６番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 星 政 人 西宇和郡伊方町川永田甲１０７１番地

〃 池 田 六 郎 西宇和郡伊方町二見甲２１００番地

〃 川 口 清二郎 西宇和郡伊方町湊浦９７７番地

〃 大 林 茂 樹 西宇和郡伊方町九町１番耕地５２５番地

〃 三 浦 秀 夫 西宇和郡伊方町中之浜３１０番地

〃 矢 野 武 年 西宇和郡伊方町大浜３９２番地

〃 松 本 亀 明 西宇和郡伊方町仁田之浜９６７番地

愛 媛 県 報平成２２年４月１３日 第２１５７号

３１０



〃 藤 堂 唯 雄 西宇和郡伊方町河内２３９番地

〃 西 川 琢 郎 西宇和郡伊方町中浦甲１４９番地

〃 井 上 康 敬 西宇和郡伊方町豊之浦５３９番地

〃 清 水 健次郎 西宇和郡伊方町亀浦１６９番地１

〃 三根生 繁 久 西宇和郡伊方町九町１番耕地１６８０番地１

〃 根 來 仲 男 西宇和郡伊方町九町１番耕地４９４番地

〃 井 上 幹 峰 西宇和郡伊方町二見甲１４４１番地７

〃 神 山 勝 西宇和郡伊方町二見甲２８７９番地２

〃 三 浦 芳 郎 西宇和郡伊方町湊浦８８４番地４

〃 岩 西 啓 二 西宇和郡伊方町湊浦６９３番地

監 事 山 本 完 治 西宇和郡伊方町小中浦甲６０２番地

〃 兵 頭 武 西宇和郡伊方町伊方越７０２番地

〃 田 淵 政 喜 西宇和郡伊方町九町１番耕地９５６番地

〃 藤 岡 政 利 西宇和郡伊方町二見乙１６８番地

〃 是 沢 邦 久 西宇和郡伊方町湊浦１０３２番地

�愛媛県告示第４６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が就任した旨の届出があった。

平成２２年４月１３日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 村 文 彦 八幡浜市向灘１２０７番地

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年４月１日 特定非営利活動法人
Community Life 松 本 光 司 松山市空港通二丁目２番３８号

メゾンタナカ３０２号
この法人は、国内外を問わず援助を必要として
いる人たちに対して、生活援助・家族支援等に
関する事業を行い、彼らの生活の質向上に寄与
するこを目的とする。

平成２２年４月１３日 発行

愛 媛 県 報平成２２年４月１３日 第２１５７号
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